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１．計画策定の意義 

今、私たちには、便利さや快適さを追い求め、大量に“もの”を消費し捨ててきたこれまでの生活

様式を見直し、資源や“もの”を大切に使い、ごみをなるべく出さない「持続可能な資源循環型社会」

への転換が求められています。ごみ処理においても、近年では「気候変動」や「マイクロプラスチッ

クによる海洋汚染」などが世界的な問題となっており、環境負荷への低減に向けた取り組みが重要で

す。国においても「プラスチック資源循環促進法」が令和４年４月より施行となりました。従来の「燃

やす・埋め立てる」という考え方から、いかにして「ごみを減量し、ごみの発生を抑制するか・資源

を有効に利用するか」という資源循環の視点に立った考え方への転換が急務となっています。 

三鷹市では、令和７年３月に策定した「三鷹市ごみ処理総合計画 2027」において、「持続可能な循

環型社会の形成に向けたごみ処理の推進」を基本理念に掲げ、「再生利用の推進と再生素材・再生可能

資源への切替の促進」とした基本方針に基づき、資源循環の取り組みを進めていかなければなりませ

ん。 

本計画は、このような状況のなか、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平

成７年法律第 112号。以下「法」という。）第８条に基づいて、容器包装廃棄物の分別収集・資源化の

方策を具体的に明らかにするとともに、市民・事業者・市それぞれが役割と責任を担いながらこれら

を推進することにより、ごみの発生抑制とリサイクルの推進を基調とした資源循環型社会を形成する

ために策定するものです。 
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２．基本的方向 

 本計画を実施するにあたっての基本的方向は、以下のとおりとします。 

 

(1) ごみの発生・排出抑制に向けて、三者（市民・事業者・市）の役割分担を明確にし、取り組みを

進めます。 

(2) 現在のごみ資源化施策を継続・発展させる一方、発生した容器包装廃棄物については、引き続き

分別収集を実施するとともに、より効率的な収集方法について検討を行います。 

(3) 令和６年度から令和 10年度（予定）までの新リサイクルセンター整備事業に伴い、工事期間中は

プラスチックと一部ペットボトルを焼却（熱回収）していますが、ペットボトルの一部は独自のリ

サイクルや店頭回収をすすめ、気候変動への影響を最小限にとどめるよう努めていきます。 

(4) 市民の協力により、容器包装廃棄物の分別排出時の品質の向上に努め、ふじみ衛生組合への引渡

しを行います。また、住民団体による集団回収及び事業者による店頭回収についても、引き続き協

力を求めていきます。 

(5) プラスチック製容器包装については、プラスチック資源循環促進法に基づき、プラスチック製容

器包装以外のプラスチック製品との一括回収や再商品化の方法を検討しつつ、プラスチック資源回

収量の拡大を目指していきます。 

 

  

３．計画期間 

令和８年４月から令和 13年３月までの５か年間。ただし，３年ごとに改定します。 

 

４．対象品目 

容器包装廃棄物のうち、次のものを対象にします。 

・スチール缶 ・アルミ缶 ・無色ガラス ・茶色ガラス 

・その他ガラス ・紙パック ・段ボール ・紙製容器包装 

・ペットボトル ・容器包装プラスチック  ・製品プラスチック 
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５．各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み（法第８条第２項第１号） 

 
 

 

６．容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項 

（法第８条第２項第２号） 

(1) 過剰包装・使い捨て商品の抑制 

ごみの発生・排出を抑制するため、生産者や小売業者等に対して、過剰包装や使い捨て商品の生

産・販売の抑制、リターナブル容器や詰め換え製品の普及などの協力を求めていきます。 

また、「ごみ減量・リサイクル協力店」の認定制度やごみ減量等推進員と協働した各種キャンペーンを継続

して実施していくなど、ごみの発生・排出抑制に向けた取り組みを市民・事業者・関係団体等との連携により

推進していきます。 

(2) 分別に対する意識の醸成 

リサイクルカレンダーや広報といった紙媒体、ホームページ・ごみ分別アプリ・ＡＩチャットボ

ットといった電子媒体、地域に出向いて実施する市民向けの出前講座や各住民協議会が主催するイ

ベントへの資材提供などを通じた啓発・ＰＲにより、市民・事業者等の分別に対する意識の醸成を

図ります。また、市民の廃棄物に対する認識を深め、ごみ減量と資源の有効活用を促進するという

観点から、再生資源集団回収事業などの市民の自主的活動に対して継続して支援を行っていきます。 

(3) びん・缶・プラスチック類等の資源化の推進 

適切な資源化を推進するため、今後もごみ質の変化等に注視していきます。また、容器包装リサ

イクル法に基づき、市民・事業者・市が役割分担に応じた責任を果たすよう、具体的な施策の展開

を図ります。特にペットボトルや容器包装プラスチック類については、事業者の自主回収が行われ

単位：t

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

スチール缶 202 202 202 202 202

アルミ缶 362 362 362 361 362

無色ガラス 726 726 726 726 726

茶色ガラス 451 451 451 451 451

その他ガラス 767 767 767 766 767

紙パック 73 73 73 73 73

段ボール 2,755 2,756 2,756 2,754 2,755

紙製容器包装 1,355 1,360 1,356 1,355 1,356

ペットボトル 807 807 807 806 807

容器包装プラスチック 5,126 5,128 5,127 5,123 5,127

容器包装廃棄物 計 12,625 12,632 12,627 12,618 12,626

1,282 1,282 1,282 1,281 1,282

注１）端数調整の関係で内訳と合計が一致しない場合がある。

製品プラスチック

対象品目

容
器
包
装
廃
棄
物
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るよう協力を求めていきます。 

(4) 再使用・再利用事業の推進 

三鷹市リサイクル市民工房で実施している粗大ごみからの掘り出し物市やリサイクル講習会等

を通じたリサイクル意識の醸成、フリーマーケットでの再使用の場の提供などを推進します。 

(5) 再生品利用拡大の推進 

貴重な資源を有効に生かしていく循環型社会を目指すため、再生資源から作られる再生品の利用

を推進していきます。 

令和６年度から令和 10年度（予定）までの新リサイクルセンター整備事業に伴い、工事期間中は

一部ペットボトルを焼却（熱回収）しています。気候変動への影響を最小限にとどめるため、民間

事業者と協働でボトル toボトル（※）の取り組みを推進していきます。 

※ボトル toボトルとは 

使用済の食品用ペットボトルをリサイクルし、新たな食品用ペットボトルに再利用すること 

(6) 環境学習等の推進 

地域に出向いて行う市民向けの出前講座や市内の中学校が実施している職場体験の受入等を通

じて、家庭系ごみの分別方法やごみ減量・リサイクルに関する環境教育等を推進します。特にプラ

スチックごみやペットボトルを削減するために、「マイボトルを使う」・「詰め替え用の製品を買う」

など、市民にとって身近で取り組みやすいことから始められるよう、パンフレットを作成して啓発

活動を行います。 

また、クリーンプラザふじみにおける施設見学会や市内小学校の社会科見学の受入れでは、ごみ

の現状や分別の必要性を効果的に学ぶことができることから、市民の環境学習の場として有効に活

用していきます。 

(7) 拡大生産者責任の明確化 

ア ごみの発生抑制・リサイクルの推進を図るため、生産者や販売者に対して、その製品の生産から

リサイクル・廃棄まで責任を負う、という「拡大生産者責任」の明確化を求め、リサイクル可能な製

品の製造・販売や適切な回収等を積極的に実施するよう協力を求めていきます。 

イ ごみの減量及びリサイクル活動を積極的に取り組む小売販売店を「ごみ減量・リサイクル協力店」

として引き続き認定し、市のホームページやリサイクルカレンダーなどで PRしていきます。 

また、認定された協力店の利用が進むよう、各店舗の取り組みを紹介した「ごみ減量・リサイク

ル協力店 MAP」を配布しています。 

さらに、消費者のごみ減量及びリサイクル活動を促進するため市と協力店が連携して啓発キャン

ペーンを実施します。 
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(8) 事業系ごみの減量・資源化の推進 

事業者のごみ減量意識の醸成を図るため、少量排出事業所の登録制により事業系ごみの排出者及

び排出量を明確にするとともに、一般廃棄物収集運搬業許可業者に対しては、クリーンプラザふじ

みで実施されている搬入物検査の結果に基づく指導を徹底することにより、事業系ごみの更なる減

量・資源化を推進します。また、大規模事業所においては、減量及び再利用計画書の提出や廃棄物

責任者研修を継続して実施するなど、大規模事業所から出る廃棄物の減量・資源化を推進します。 

その他、事業者が事業系資源物を自主的に回収するシステムの構築に向けて、情報提供を行うな

ど必要な支援を実施します。 

 

７．分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る

分別の区分（法第８条第２項第３号） 

 

分別収集をする容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 

主としてスチール製の容器 

主としてアルミ製の容器 
缶類 

主としてガラス製の容器 

無色のガラス製容器 

茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

びん類 

主として紙製の容器であって飲料を充てんするためのもの 

（原材料としてアルミが利用されているものを除く） 
紙パック 

主として段ボール製の容器 段ボール 

主として紙製の容器であって上記以外のもの 
紙パック、段ボール以外の紙製

容器包装 

主としてポリエチレンテレフタレート（ペット）製の容器であって、

飲料又はしょうゆ等を充てんするためのもの 
ペットボトル 

主としてプラスチック製の容器であって上記以外のもの 
ペットボトル以外の 

プラスチック製容器包装 
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８．各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び法第２条 

第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み（法第８条第２項第４号） 

 

注１）集団回収量を含む。 

注２）表中の「引渡」は引渡量を、「独自」は独自処理量等を示す。 

注３）端数調整の関係で内訳と合計が一致しない場合がある。 

 

９．各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び法第２条 

第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法 

(1) 人口 

ア 実績人口は、住民基本台帳（１月１日現在）による人口としました。 

イ 将来人口は、、「三鷹市将来人口推計（令和５年９月更新）」に基づき設定しました。 

(2) 特定分別基準適合物等の量及び法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み 

ア 見込量 

＝令和６年度の分別基準適合物の収集実績×人口変動率 

  

単位：t

対象品目

スチール缶 182.18 182.24 182.22 182.09 182.20

アルミ缶 325.48 325.58 325.54 325.32 325.51

653.58 653.78 653.71 653.26 653.65
(引渡) (独自) (引渡) (独自) (引渡) (独自) (引渡) (独自) (引渡) (独自)

418.27 235.32 418.39 235.39 418.35 235.36 418.06 235.20 418.31 235.34

406.02 406.14 406.10 405.82 406.06
(引渡) (独自) (引渡) (独自) (引渡) (独自) (引渡) (独自) (引渡) (独自)

264.00 142.02 264.08 142.06 264.05 142.05 263.87 141.95 264.03 142.03

690.18 690.39 690.32 689.84 690.25
(引渡) (独自) (引渡) (独自) (引渡) (独自) (引渡) (独自) (引渡) (独自)

430.55 259.63 430.68 259.71 430.63 259.69 430.33 259.51 430.59 259.66

紙パック 10.95 10.95 10.95 10.94 10.95

段ボール 2,479.70 2,480.44 2,480.20 2,478.46 2,479.95

(引渡) (独自) (引渡) (独自) (引渡) (独自) (引渡) (独自) (引渡) (独自)

726.06 726.28 726.20 725.70 726.13
(引渡) (独自) (引渡) (独自) (引渡) (独自) (引渡) (独自) (引渡) (独自)

0 726.06 0 726.28 610.01 116.19 609.59 116.11 609.95 116.18

4,613.45 4,614.83 4,614.37 4,611.15 4,613.91
(引渡) (独自) (引渡) (独自) (引渡) (独自) (引渡) (独自) (引渡) (独自)

0 4,613.45 0 4,614.83 1,753.46 2,860.91 1,752.24 2,858.91 1,753.29 2,860.62

288 1,153 1,153
(引渡) (独自) (引渡) (独自) (引渡) (独自) (引渡) (独自) (引渡) (独自)

110 179 438 715 438 715

容器包装プラスチック

ペットボトル

紙製容器包装

その他ガラス

無色ガラス

茶色ガラス

(合計) (合計) (合計) (合計) (合計)

(合計) (合計) (合計) (合計) (合計)

(合計) (合計) (合計)(合計) (合計)

(合計) (合計) (合計) (合計) (合計)

(合計) (合計) (合計) (合計) (合計)

(合計) (合計) (合計)(合計) (合計)

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

(合計)

製品プラスチック

(合計) (合計) (合計) (合計)
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イ 人口変動率 

＝計画年度人口／令和６年度人口 

 

 

(3) 分別排出率 

分別排出率は、下表のとおり設定しました。 

 

 

 

 

１０．分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第８条第２項第５号） 

分別収集は、現行の体制を活用し、下表の体制で行います。 

 

分別収集する容器包装の種類 収集に係る分別の区分 収集・運搬段階 選 別 ・ 保 管 等 段 階  

缶 
スチール製 

缶類 
市による戸別収集 

住民団体による集団回収 

ふじみ衛生組合 

民間業者 アルミ製 

びん 

無色のガラス製容器 

びん類 
市による戸別収集 

住民団体による集団回収 

ふじみ衛生組合 

民間業者 
茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

紙 

紙パック 

雑紙 市による戸別収集 

民間業者 

紙パック 

市による拠点収集 

住民団体による集団回収 

事業者による店頭回収 

段ボール 段ボール 
市による戸別収集 

住民団体による集団回収 

紙製容器包装 雑紙 
市による戸別収集 

住民団体による集団回収 

プラス

チック 

ペットボトル ペットボトル 

市による戸別収集 

市による拠点回収 

事業者による店頭回収 ふじみ衛生組合 

民間業者 

プラスチック製容器包装 容器包装プラスチック 市による戸別収集 

 （白色発泡スチロール製食品トレイ） 白色トレイ 事業者による店頭回収 

 

 

  

令和6年度 計画年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

190,497人 計画年度人口 190,796人 190,863人 190,832人 190,702人 190,816人
（対令和6年度比） （対令和6年度比） （対令和6年度比） （対令和6年度比） （対令和6年度比）

100.16% 100.19% 100.18% 100.11% 100.17%
人口変動率

単位：％

スチール
缶

アルミ缶
無色
ガラス

茶色
ガラス

その他
ガラス

紙パック 段ボール
紙製容
器包装

ペット
ボトル

容器包
装プラス
チック

製品プラ
スチック

90 90 90 90 90 15 90 0 90 90 90
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１１．分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号） 

 

分別収集する容器包装の種類 収集に係る分別の区分 収集容器 収集車 中間処理 

缶 

スチール製 

缶類 
透明か半透明の袋又は 

容器プラスチックコンテナ 
２ｔ平ボディ車 

ふじみ衛生組合 

民間業者 
アルミ製 

びん 

無色のガラス製容器 

びん類 
透明か半透明の袋又は 

容器プラスチックコンテナ 
２ｔ平ボディ車 

ふじみ衛生組合 

民間業者 
茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

紙 

紙パック 紙パック 
拠点回収ボックス 

ひもがけ又は任意の紙袋 

２ｔ平ボディ車 

又はパッカー車 

民間業者 段ボール 段ボール ひもがけ 
２ｔ平ボディ車 

又はパッカー車 

紙製容器包装 雑紙 ひもがけ又は任意の紙袋 
２ｔ平ボディ車 

又はパッカー車 

プラ ス

チック 

ペットボトル ペットボトル 
透明か半透明の袋又は容器

拠点回収ボックス 
２ｔパッカー車 

ふじみ衛生組合 

民間業者 

プラスチック製容器包装 容器包装プラスチック 透明か半透明の袋 ２ｔパッカー車 ふじみ衛生組合 

 （白色発泡スチロール製食品トレイ）  白色トレイ 拠点回収ボックス 
平ボディ車又は 

パッカー車 
民間業者 

 

１２．その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 

容器包装廃棄物の分別収集は、市民・事業者・市のそれぞれの役割分担が重要であり、以下の項目

について取り組みを進めます。 

(1) ごみ減量等推進会議との連携 

市民のごみ分別に対する意識醸成を図るため、ごみ減量・資源化の理解を深めるイベントや視察

研修会の実施など、平成５年に設置した「ごみ減量等推進会議」と連携しながら本計画を推進しま

す。 

(2) 再生資源集団回収事業実施団体との連携 

 家庭から排出される再生資源物を回収する自治会等の市民団体に対し、補助金の交付、回収業者

の紹介、回収用のぼり旗の貸与などの支援を行い、資源の有効利用や市民の資源物に対する意識向

上を図ります。 

(3) 事業者との協力関係の確立 

容器包装廃棄物の分別収集において、事業者自らの自主回収による容器包装廃棄物のリサイクル

が最も望ましいとの認識に立ち、事業者（大規模小売店舗及び地域商店会等）に拠点回収の実施及

び拡充を強く働きかけます。 



9 

 

(4) 事業者による資源回収の強化 

事業者による資源回収は、牛乳パック、トレイ、ペットボトルなどが中心ですが、回収ボックス

設置店の増加や回収品目及び量の増加に繋がるよう市民・事業者・市が協力して実施します。 

(5) 調布市及びふじみ衛生組合との連携 

分別収集等の実施にあたっては、三鷹市、調布市及びふじみ衛生組合間の連携を強化し、より効

果的かつ安定したシステムの確立を図ります。 
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参考資料 

 

容器包装廃棄物量の算定（第11期）

策  定

H27年度 28 29 30 R元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015年度 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ａ 人口 人 182,897 185,101 186,375 187,199 188,461 190,126 190,590 189,916 189,959 190,497 190,668 190,796 190,863 190,832 190,702 190,816 三鷹市将来人口推計（R5.9）

ｂ 年間日数 日 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365
ｃ ごみ総排出量 ｔ／年 45,716 44,856 44,579 44,694 45,330 47,145 46,185 44,631 43,136 42,693 42,731 42,759 42,891 42,767 42,738 42,764 a×ｄ×ｂ／106

ｄ g/人日 683 664 655 654 657 679 664 644 620 614 614 614 614 614 614 614 R6実績による
ｅ 集団回収量 ｔ／年 2,797 2,838 2,689 2,581 2,430 2,325 2,373 2,291 2,077 1,961 1,963 1,964 1,970 1,964 1,963 1,964 a×ｆ×ｂ／10

6

ｆ 1人1日当たりのごみ排出量（集団回収量） g/人日 42 42 40 38 35 34 34 33 30 28 28 28 28 28 28 28 R6実績による
ｇ ごみ総排出量＋集団回収量 ｔ／年 48,513 47,694 47,268 47,275 47,760 49,470 48,558 46,922 45,213 44,654 44,693 44,723 44,861 44,732 44,701 44,728 ｃ＋ｅ
h 資源化量（収集） ｔ／年 9,635 9,545 9,350 9,569 9,447 9,243 9,237 9,382 9,388 9,391 9,390 9,384 9,389 h-1～11の計

h-1 スチール缶 ｔ／年 167 152 157 149 151 169 139 147 128 120 120 120 120 120 120 120 R6実績量×人口変動率

ｔ／年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ①×③
％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R6実績による

ｔ／年 167 152 157 149 151 169 139 147 128 120 120 120 120 120 120 120 ①－②
h-2 アルミ缶 ｔ／年 223 240 235 238 259 312 307 295 293 280 281 281 281 281 281 281 R6実績量×人口変動率

ｔ／年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ①×③
％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R6実績による

ｔ／年 223 240 235 238 259 312 307 295 293 280 281 281 281 281 281 281 ①－②
h-3 無色ガラス ｔ／年 716 614 683 670 635 680 671 619 610 607 607 608 608 608 607 608 R6実績量×人口変動率

ｔ／年 564 540 530 508 483 517 502 454 460 418 418 418 418 418 418 418 ①×③
％ 79.0 87.9 77.6 75.8 76.0 76.1 74.8 73.4 75.4 68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 R6実績による

ｔ／年 152 74 153 162 153 163 169 165 150 189 189 189 189 189 189 189 ①－②
h-4 茶色ガラス ｔ／年 469 407 428 417 407 425 410 393 376 377 377 377 378 378 377 377 R6実績量×人口変動率

ｔ／年 324 322 309 291 297 325 300 294 286 264 264 264 264 264 264 264 ①×③
％ 69.0 79.2 72.2 69.8 72.9 76.4 73.0 74.8 75.9 69.9 69.9 69.9 69.9 69.9 69.9 69.9 R6実績による

ｔ／年 145 85 119 126 111 101 111 99 91 113 113 113 113 113 113 113 ①－②
h-5 その他ガラス ｔ／年 652 627 662 662 643 734 720 664 633 641 641 642 642 642 641 642 R6実績量×人口変動率

ｔ／年 508 516 537 537 534 622 602 541 453 430 430 431 431 431 430 431 ①×③
％ 78.0 82.3 81.0 81.1 83.1 84.8 83.6 81.5 71.6 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 R6実績による

ｔ／年 144 111 126 125 109 112 118 123 180 211 211 211 211 211 211 211 ①－②
h-6 紙パック ｔ／年 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 R6実績量×人口変動率

ｔ／年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ①×③
％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R6実績による

ｔ／年 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ①－②
h-7 段ボール ｔ／年 1,554 1,612 1,617 1,617 1,700 2,144 2,150 2,077 2,016 2,016 2,018 2,019 2,020 2,020 2,018 2,019 R6実績量×人口変動率

ｔ／年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ①×③
％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R6実績による

ｔ／年 1,554 1,612 1,617 1,617 1,700 2,144 2,150 2,077 2,016 2,016 2,018 2,019 2,020 2,020 2,018 2,019 ①－②
h-8 紙製容器包装 ｔ／年 - - - - - - - - - - - - - - - -

ｔ／年 - - - - - - - - - - - - - - - -
％ - - - - - - - - - - - - - - - -

ｔ／年 - - - - - - - - - - - - - - - -
h-9 ペットボトル ｔ／年 525 659 697 734 711 745 767 761 740 725 726 726 726 726 726 726 R6実績量×人口変動率

ｔ／年 297 272 556 587 581 629 645 641 619 320 0 0 0 610 610 610 ①×③
％ 57.0 41.3 79.8 79.9 81.7 84.4 84.1 84.2 83.6 44.1 0.0 0.0 0.0 84.0 84.0 84.0 目標値を84％に設定※1

ｔ／年 228 387 141 148 130 116 122 120 121 405 726 726 726 116 116 116 ①－②
h-10 容器包装プラスチック ｔ／年 5,262 5,134 4,762 4,748 4,698 5,102 4,806 4,595 4,458 4,606 4,610 4,613 4,615 4,614 4,611 4,614 R6実績量×人口変動率

ｔ／年 1,990 1,937 1,809 1,746 1,925 1,949 1,886 1,778 1,682 559 0 0 0 1,753 1,752 1,753 ①×③
％ 38.0 37.7 38.0 36.8 41.0 38.2 39.2 38.7 37.7 12.1 0.0 0.0 0.0 38.0 38.0 38.0 目標値を38％に設定※1

ｔ／年 3,272 3,197 2,954 3,002 2,772 3,153 2,920 2,817 2,777 4,047 4,610 4,613 4,615 2,861 2,859 2,861 ①－②
h-11 製品プラスチック ｔ／年 288 1,153 1,153 j-11（R9年度第4四半期より）

ｔ／年 110 438 438 ①×③
％ 38.0 38.0 38.0 目標値を38％に設定※1

ｔ／年 179 715 715 ①－②
i ｔ／年 810 836 806 792 749 776 832 792 726 698 699 699 699 699 699 699 i-1～11の計

i-1 スチール缶 ｔ／年 87 90 88 81 76 73 69 65 64 62 62 62 62 62 62 62 R6実績量×人口変動率

i-2 アルミ缶 ｔ／年 52 53 53 52 49 48 51 47 46 45 45 45 45 45 45 45 R6実績量×人口変動率

i-3 無色ガラス ｔ／年 75 68 71 67 63 50 58 53 50 46 46 46 46 46 46 46 R6実績量×人口変動率

i-4 茶色ガラス ｔ／年 49 45 44 42 41 31 35 34 31 29 29 29 29 29 29 29 R6実績量×人口変動率

i-5 その他ガラス ｔ／年 68 70 69 66 64 53 62 57 52 48 49 49 49 49 49 49 R6実績量×人口変動率

i-6 紙パック ｔ／年 10 13 10 11 10 12 13 8 8 9 9 9 9 9 9 9 R6実績量×人口変動率

i-7 段ボール ｔ／年 469 496 471 472 446 510 543 527 476 460 460 460 461 461 460 460 R6実績量×人口変動率

i-8 紙製容器包装 ｔ／年 - - - - - - - - - - - - - - - -
i-9 ペットボトル ｔ／年 - - - - - - - - - - - - - - - -
i-10 容器包装プラスチック ｔ／年 - - - - - - - - - - - - - - - -
i-11 製品プラスチック ｔ／年 - - - - - - - - - - - - - - - -

j ｔ／年 10,379 10,283 10,049 10,029 9,954 11,090 10,804 10,345 9,983 10,071 10,081 10,088 10,091 10,378 11,235 11,242 j-1～11の計
j-1 スチール缶 ｔ／年 254 241 244 230 227 242 208 212 192 182 182 182 182 182 182 182 h-1＋i-1
j-2 アルミ缶 ｔ／年 275 293 288 291 308 360 358 343 339 325 325 325 326 326 325 326 h-2＋i-2
j-3 無色ガラス ｔ／年 791 682 754 737 699 730 729 673 660 653 653 654 654 654 653 654 h-3＋i-3
j-4 茶色ガラス ｔ／年 518 453 472 459 448 456 446 427 407 405 406 406 406 406 406 406 h-4＋i-4
j-5 その他ガラス ｔ／年 720 697 731 729 706 788 783 721 684 689 690 690 690 690 690 690 h-5＋i-5
j-6 紙パック ｔ／年 11 15 12 12 11 13 15 10 9 11 11 11 11 11 11 11 h-6＋i-6
j-7 段ボール ｔ／年 2,023 2,108 2,089 2,089 2,146 2,654 2,693 2,604 2,492 2,476 2,478 2,480 2,480 2,480 2,478 2,480 h-7＋i-7
j-8 紙製容器包装 ｔ／年 - - - - - - - - - - - - - - - -
j-9 ペットボトル ｔ／年 525 659 697 734 711 745 767 761 740 725 726 726 726 726 726 726 h-9＋i-9
j-10 容器包装プラスチック ｔ／年 5,262 5,134 4,762 4,748 4,698 5,102 4,806 4,595 4,458 4,606 4,610 4,613 4,615 4,614 4,611 4,614 h-10＋i-10
j-11 製品プラスチック ｔ／年 - - - - - - - - - - - - - 288 1,153 1,153 l-11×k-11

k ％

k-1 スチール缶 ％ 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 設定値
k-2 アルミ缶 ％ 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 設定値
k-3 無色ガラス ％ 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 設定値
k-4 茶色ガラス ％ 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 設定値
k-5 その他ガラス ％ 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 設定値
k-6 紙パック ％ 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 設定値
k-7 段ボール ％ 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 設定値
k-8 紙製容器包装 ％ - - - - - - - - - - - - - - - -
k-9 ペットボトル ％ 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 設定値
k-10 容器包装プラスチック ％ 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 設定値
k-11 製品プラスチック ％ - - - - - - - - - - - - - 90.0 90.0 90.0 設定値

l ｔ／年 13,268 13,104 12,806 13,010 12,945 12,725 12,675 12,963 12,510 12,605 12,616 13,906 13,914 13,909 13,899 13,908 l-1～11の計
l-1 スチール缶 ｔ／年 358 327 308 282 268 272 256 235 214 202 202 202 202 202 202 202 j-1÷k-1×100
l-2 アルミ缶 ｔ／年 313 313 309 306 325 320 323 381 377 361 361 362 362 362 361 362 j-2÷k-2×100
l-3 無色ガラス ｔ／年 776 761 769 879 758 838 819 747 734 725 726 726 726 726 726 726 j-3÷k-3×100
l-4 茶色ガラス ｔ／年 538 540 521 576 503 524 510 474 452 450 451 451 451 451 451 451 j-4÷k-4×100
l-5 その他ガラス ｔ／年 729 761 732 800 774 812 810 801 761 766 766 767 767 767 766 767 j-5÷k-5×100
l-6 紙パック ｔ／年 140 113 93 73 99 78 80 65 61 73 73 73 73 73 73 73 j-6÷k-6×100
l-7 段ボール ｔ／年 2,083 2,143 2,156 2,248 2,343 2,321 2,322 2,894 2,769 2,751 2,753 2,755 2,756 2,756 2,754 2,755 j-7÷k-7×100
l-8 紙製容器包装 ｔ／年 1,449 1,422 1,413 1,417 1,437 1,494 1,464 1,415 1,367 1,353 1,355 1,355 1,360 1,356 1,355 1,356 c×3.17％（※2）
l-9 ペットボトル ｔ／年 678 613 580 583 733 775 816 845 823 805 806 807 807 807 806 807 j-9÷k-9×100
l-10 容器包装プラスチック ｔ／年 6,204 6,110 5,926 5,847 5,705 5,291 5,276 5,105 4,954 5,118 5,122 5,126 5,128 5,127 5,123 5,127 j-10÷k-10×100
l-11 製品プラスチック ｔ／年 - - - - - - - - - - - 1,282 1,282 1,282 1,281 1,282 i-10÷8×2(※3)

注１）端数調整の関係で内訳と合計が一致しない場合がある。 5,220 5,669 5,340 5,105 4,954 5,118 5,122 5,126 5,128 5,127 5,123 5,127
注２）容器包装プラスチックの処理量には燃やせないごみに混入された容器包装プラスチックを含む。

※1　令和7年度から令和9年度までは、ふじみ衛生組合リサイクルセンター建替のため引渡量はゼロとする。

※2　総ごみ排出量に占める紙製容器包装の比率（3.17％）は、環境省の全国調査過去5年間の平均値を用いた。

※3　容器包装プラスチックと製品プラスチックの排出量比率を8：2と設定し、製品プラスチック排出量を算定

容器包装算定対象廃棄物量（集団回収量含む）

内

訳

内

訳

①  合計量

②  引渡量

③  （割合）

④  独自処理量

分別排出率

内

訳

③  （割合）

④  独自処理量

資源化量（集団回収）

資源化量（収集＋集団回収）

内

訳

内

　

訳

③  （割合）

④  独自処理量

①  合計量

②  引渡量

③  （割合）

④  独自処理量

①  合計量

②  引渡量

③  （割合）

④  独自処理量

①  合計量

②  引渡量

③  （割合）

④  独自処理量

①  合計量

②  引渡量

③  （割合）

④  独自処理量

①  合計量

②  引渡量

③  （割合）

④  独自処理量

①  合計量

②  引渡量

備  考
計  画  期  間

②  引渡量

1人1日当たりのごみ排出量（ごみ総排出量）

①  合計量

②  引渡量

③  （割合）

④  独自処理量

①  合計量

②  引渡量

③  （割合）

④  独自処理量

①  合計量

②  引渡量

③  （割合）

④  独自処理量

項       目 単位

実  績
計  画

①  合計量


